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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年６月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１２月２５日 ０５時５４分ごろ 

発生場所 沖縄県糸満
いとまん

市糸満漁港港口付近 

 喜屋武
き ゃ ん

埼灯台から真方位３３４°２.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯２６°０７.１′ 東経１２７°３８.９′） 

事故の概要  漁船青
せい

龍
りゅう

丸は、航行中、干出浜に乗り揚げた。 

 青龍丸は、プロペラ翼の曲損等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年１２月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 青龍丸、１４トン 

 ＯＮ２－１００９（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９８ｍ（Lr）×３.４０ｍ×１.４２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２７kＷ、昭和５６年１２月２２日 

 第２９６－２６６９１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ６３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録 日 平成２０年５月２２日 

  令和元年７月２９日をもって失効していた。 

乗組員 男性 ３７歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許 登録 日 平成２６年４月１１日 

  免許証交付日 平成３０年１０月２４日 

         （令和６年４月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼に曲損、スタンフレームに破損、舵が脱落 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、平均風速 ３.９m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約１７１cm（糸満） 

 事故の経過  本船は、操縦者及び乗組員１人が乗り組み、そでいか漁を終え、漁

獲物を水揚げすることとし、令和元年１２月２４日２０時００分ご

ろ、糸満漁港に向け、沖縄島北東方沖の漁場を出発した。 

 操縦者は、ふだんから乗組員と交替しながら操縦しており、２２時
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過ぎ、沖縄県うるま市津
つ

堅
けん

島東方沖で、乗組員と操縦を交替して就寝

し、２５日０４時過ぎ、糸満港西水路（以下、水路については、「糸

満港」を省略する。）入口付近において、乗組員と操縦を交替し、西

水路を航行することとした。 

 本船は、西水路の右側を約２ノットの対地速力で航行し、操縦者

が、西水路第２号灯浮標、糸満漁港西水路南立標及び西水路第４号灯

浮標（いずれも赤灯）を右に見ながら糸満漁港に向かうつもりでいた

が、西水路第２号灯浮標を過ぎたところで、西水路に沿って赤色の灯

火を表示させて停泊していた大きい作業船（以下「バージ」とい

う。）の存在に気付き、バージにぶつかりそうになったので、バージ

を避けようと急いで右方に進路を向けた。 

 本船は、バージを避けた後、操縦者が、本来確認すべき糸満漁港西

水路南立標の赤灯を見ておらず、進行方向の右に見えた赤灯（南水路

第４号灯浮標）を右に見て航行すれば問題ないと思い、この赤灯が西

水路第４号灯浮標の赤灯と思い込み、西水路の右側を航行しているつ

もりで南水路第４号灯浮標に向けて航行した。 

 操縦者は、本船が南水路第４号灯浮標に向けて航行中、０５時５４

分ごろ、衝撃音に気付き、乗組員と共に糸満漁港港口付近の干出浜

（ウエンチ）に乗り揚げたことを認めた。 

 操縦者は、本事故の発生を海上保安庁に１１８番通報するとともに

所属の漁業協同組合に連絡した。 

 本船は、機関を後進にして離礁を試みたものの、自力離礁すること

ができなかったので、先に糸満漁港に入港していた僚船に連絡し、僚

船によって引き出された後、糸満漁港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ プロペラ翼曲損、写真２ 

スタンフレーム破損、写真３ 舵脱落 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約２.５ｍ、船尾約３.０ｍであった。 

 本船は、ふだん、夜間航行時には乗組員が操縦しているが、夜間で

も入港する際には操縦者が操縦することとしていた。 

 操縦者は、糸満漁港への夜間の入港経験が豊富にあり、ふだん、夜

間に西水路を糸満漁港に向けて航行する際、ブリッジの外に出て、西

水路右側に寄り、左側の緑灯を見ることなく、赤灯を見ながら船尾側

甲板上で遠隔操縦リモコンで操縦することに慣れており、本事故時、

右舷船尾側甲板上で遠隔操縦リモコンで操縦していた。 

 操縦者は、バージを避けようと急いで右方に進路を向けた後、バー

ジを避けて安心したことで西水路を右に外れて航行していることを失

念していた。 

 本船のブリッジに備えられているＧＰＳプロッターは、画面に自船

の位置等が表示され、正常に作動していた。 

 乗組員は、西水路入口付近で操縦者と操縦を交替した後、ブリッジ
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下の居室で休憩していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、西水路を糸満漁港に向けて航行していたところ、操縦者

が、前方に停泊していたバージを避けようと急いで右方に進路を向け

た後、バージを避けて安心したことで西水路を右に外れて航行してい

ることを失念し、進行方向の右に見えた南水路第４号灯浮標の赤灯を

西水路第４号灯浮標の赤灯と思い込み、西水路の右側を航行している

つもりで航行したことから、南水路第４号灯浮標に向けて航行してい

ることに気付かず、干出浜に乗り揚げたものと推定される。 

 操縦者は、バージを避けようと右方に進路を向けた後、ふだんから

夜間に西水路を糸満漁港に向けて航行する際には、緑灯を見ることな

く赤灯を見ながら遠隔操縦リモコンで操縦することに慣れていたこと

から、ＧＰＳプロッターで船位の確認を行わずに赤灯を右に見て航行

すれば問題ないと思って航行していたものと考えられる。 

 操縦者は、小型船舶操縦免許証が失効していたことから、本船の船

長として乗船してはならなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が西水路を糸満漁港に向けて航行していたと

ころ、操縦者が、前方に停泊していたバージを避けようと急いで右方

に進路を向けた後、進行方向の右に見えた南水路第４号灯浮標の赤灯

を西水路第４号灯浮標の赤灯と思い込み、西水路の右側を航行してい

るつもりで航行したため、南水路第４号灯浮標に向けて航行している

ことに気付かず、干出浜に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操縦者は、夜間に西水路を糸満漁港に向けて航行する際、右側の

赤灯のほか、左側の緑灯も確認し、水路内を安全に航行するよう

周囲の見張りを行うこと。 

・操縦者は、夜間に操縦する際、目視により灯光を確認するととも

にＧＰＳプロッターで船位の確認も行うこと。 

・小型船舶の船長として乗船する場合は、有効な操縦免許証を受有

し、所持すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ プロペラ翼曲損 

写真２ スタンフレーム破損 

写真３ 舵脱落 


